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 「那珂川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」 

（平成 25年 3月 6日那珂川市条例第 9号） 
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   ※事故が発生し、医師（施設の勤務医、配置医を含む）の診断を受け投薬、処置等何ら 

    かの治療が必要となった事故等については那珂川市高齢者支援課まで報告すること。 
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那珂川市高齢者支援課に提出すること。 那珂川市高齢者支援課に提出すること。 
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 「那珂川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着 

型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」 

（平成 25年 3月 6日那珂川市条例第 10号） 
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不適正事項 根拠法令 具体的な内容 
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不適正事項 根拠法令 具体的な内容 
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不適正事項 根拠法令 具体的な内容 
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○ リハビリテーション（個別機能訓練）・栄養・口腔に係る実施計画書  

○別紙様式１－１、別紙様式１－２（１枚目）  

対応する様式 別紙様式１－１、１－２（１枚目） 

大項目 中・小項目 備考 

リハビリテーション
計画書 

共通 ・「リハビリテーションが必要
となった原因疾患」 

・「発症日・受傷日」 

・「合併症」 

 

栄養・摂食嚥下スク
リーニング・アセス
メント・モニタリン
グ 

共通 ・「身長」 

・「体重」 

・「ＢＭＩ」 

・「栄養補給法」 

・「食事の形態」 

・「とろみ」 

・「合併症」のうち「うつ病」、 

「認知症」、「褥瘡」  

・「症状」 

 

課題 ・選択肢に係る情報  

口腔機能向上サービ
スに関する計画書 

共通 ・｢栄養補給法｣ 

・｢食事の形態｣ 

・｢現在の歯科受診について｣ 

・｢義歯の使用｣ 

 

方針・目
標 

・選択肢に係る情報  

 

○別紙様式１－１、別紙様式１－２（２枚目） 

対応する様式 別紙様式１－１、別紙様式１－２（２枚目） 

大項目 中・小項目 備考 

リハビリテーショ
ン計画書 

評価時
の状態 

・「リハビリテーション」の列
に示す事項 

※小項目「基本動
作」「ＡＤＬ」｢Ｉ 

ＡＤＬ｣において
は、各項目毎の評
価を要する。 

具体的
支援内
容 

・「リハビリテーション」の列
に示す事項 

 

栄養・摂食嚥下ス

クリーニング・ア

セスメント・モニ

タリング 

評価時

の状態 

・「栄養」の列に示す事項 ※小項目｢３％以下
の体重減少｣につい
ては、１ヶ月、３
ヶ月、６ヶ月の各
評価の結果を要す
る。 
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 具体的

支援内

容 

・「栄養」の列に示す事項  

口腔機能向上サー

ビスに関する計画

書 

評価時

の状態 

・「口腔」の列に示す事項  

具体的

支援内

容 

・「口腔」の列に示す事項  

 

○別紙様式１－３、１－４（１枚目） ※口腔・栄養は１－１、１－２と同様 

対応する様式 別紙様式１－３、別紙様式１－４（１枚目）  

大項目  中・小項目  備考  

個別機能訓練計画

書 

  

共通  ・「個別機能訓練が必要となっ

た原因疾患」 

・「発症日・受傷日」 

・「合併症」 

  

  

○別紙様式１－３、１－４（２枚目）※口腔・栄養は１－１、１－２と同様  

対応する様式 別紙様式１－３、別紙様式１－４（１枚目） 

大項目 中・小項目 備考 

生活機能チェック

シート 

評価時

の状態 

・「個別機能訓練」の列に示す

事項 

 

個別機能訓練計画

書  

具体的

支援内

容 

・「個別機能訓練」の列に示す

事項 

 

（別紙） 
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介護保険関連情報のホームページアドレスについて  

  

 介護保険関連情報のホームページアドレスをまとめたものです。常に介護保険の最新情報を御確

認していただくとともに、日頃の業務で疑問が生じた場合等に御活用ください。  

  

（１） 厚生労働省 令和６年度介護報酬改定について  

    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html  

  

（２） 介護保険最新情報（厚生労働省ホームページ）     

厚生労働省から発出される介護保険の最新情報を掲載  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/i

ndex_00010.html  

  

（３） 介護サービス関係Ｑ&Ａ（厚生労働省ホームページ）     

介護サービス関係のＱ&ＡをＰＤＦ又はエクセルファイルで閲覧可能  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/q

a/index.html  

  

（４） ＷＡＭ ＮＥＴ 介護サービス関係Ｑ&Ａ一覧    介護サービス関係Ｑ&Ａの内容を検索できる

ページ  

https://www.wam.go.jp/wamappl/KakokaigoServiceQA.nsf/aList?Open&sc=&kc=&pc= 1   

  

（５） 「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連す

る事項等について」の一部改正について  

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000935687.pdf  

     


